
6 1 2 (1) 3 (1) 11 (7)
29 97 2 1 1 23 (4) 10 11 57 (15)

7 2 2 (1) 2 4 (4)
13 34 4 1 2 (1) 12 6 16 (2)

生 1 8 2 1 2 (2) 1 (1) 1 1 11 (4)
18 61 5 2 1 19 6 19 (2)

活 1 (1) 7 1 3 4 1 14 (8)
65 147 5 2 2 (1) 2 20 8 12 (1)

創 8 2 4 1 (1) 2 (1) 6 (3)
36 165 14 27 3 (1) 2 34 13 12 (2)

造 12 1 2 1 2 (1) 1 5 (5)
110 189 2 1 29 (1) 12 1 9 (1)

圏 10 3 4 (1) 10 (5)
144 107 9 2 14 (4) 1 28 (1) 11 3 32 (7)

別 3 1 8
6 88 3 2 6 6
1 1 1 2 1

64 69 8 16 1 2
3 (1) 62 8 3 18 (4) 7 (1) 23 (5) 5 1 61 (36)

485 957 41 45 25 (7) 7 187 (6) 73 15 159 (30)

1 6 9 2 49 (1) 3 (1) 93 (11)
3 99 5 55 (3) 27 85 7 (4) 3 (1) 54 5 (3) 574 (30)

9 16 42 (5)
127 2 19 6 19 1 (1) 1 21 3 (1) 287 (5)

生 1 8 5 3 1 2 (1) 97 145 (8)
111 7 57 (2) 26 117 7 (6) 5 122 1 (1) 584 (11)

活 3 9 6 1 2 2 (2) 122 (4) 1 (1) 177 (16)
1 142 22 92 (2) 38 (1) 2 131 15 (7) 2 132 (1) 10 (2) 850 (15)

創 3 3 3 1 45 2 80 (5)
2 206 17 63 (3) 48 1 130 10 (2) 3 89 8 (6) 883 (14)

造 60 10 4 (1) 1 5 (4) 84 2 (1) 190 (12)
1 1286 20 113 (1) 78 1 136 8 (2) 10 123 (1) 3 2132 (6)

圏 1 14 8 3 1 1 (1) 99 1 (1) 155 (8)
1 110 13 54 33 1 99 8 (6) 2 4 4 (2) 680 (20)

別 1 3 16
273 2 28 (2) 8 25 3 (2) 3 453 (4)

4 1 1 (1) 7 19 (1)
113 3 37 8 2 15 2 (2) 1 1 342 (2)

6 113 42 11 (1) 11 1 11 (9) 522 (5) 9 (4) 917 (66)
8 2467 91 518 (13) 272 (1) 7 757 61 (32) 27 (1) 549 (2) 34 (15) 6785 (107)

注1 上段は５０ｍ
３

/日以上、下段は５０ｍ
３

/日未満、（  ）は内数で有害事業場分

注2 四日市市内事業場数を除く

食
料
品
製
造
業

桑名・員弁

資料3-25  水質汚濁防止法に基づく特定事業場数 （平成21年3月31日現在）

金
属
機
械
製
造
業
・

金
属
等
表
面
処
理
業

鉄
鋼
業

畜
産
農
業

木
材
・

木
製
品
製
造
業

パ
ル
プ
・
紙
・

紙
加
工
品
製
造
業

繊
維
工
業

石
油
精
製
業

化
学
工
業

砕
石
・
砂
利
採
取
業

窯
業

ゴ
ム
製
品
製
造
業

津・久居

松阪・紀勢

四日市

鈴鹿・亀山

伊勢志摩

伊賀

尾鷲

熊野

全 域

計 488 (1) 1019 49 45 3 210 (11)43 (11)

計

220 (66)78 1614 (1)

洗
濯
業

飲
食
店
業

旅
館
業

水
道
浄
化
施
設

津・久居

松阪・紀勢

伊勢志摩

そ
の
他

し
尿
処
理
施
設
・

下
水
道
終
末
処
理
施
設

ご
み
焼
却
場

試
験
研
究
機
関

自
動
式
車
両
洗
浄
施
設

病
院

新
聞
・
印
刷
業
・

写
真
現
像
業

伊賀

尾鷲

熊野

全 域

計 14 2580 133 529 (14) 272 (1) 18 (1) 1071758 72

桑名・員弁

四日市

鈴鹿・亀山

(173)(7) 43 (19) 7702(41) 27


